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第 1章 計画の背景と目的

（１）計画策定の背景

全国の自治体において、高度経済成長期からバブル経済期にかけて、学校や公営住宅等のハコモノ

と、道路や橋梁等のインフラを数多く整備してきました。

本市におきましても、他自治体と同様に人口増加や多様化する市民ニーズに対応するため、様々な

公共施設を整備してきました。さらに、平成１８年１月に３町と、平成２２年３月に１町と合併した

ことにより、現在、多数の公共施設を保有しています。

今後、その多くが老朽化により、更新時期を迎える一方で、人口減少や少子高齢化に伴い、施設の

更新や補修に使える財源が減少することから、公共施設の老朽化の対応は、本市において大きな課題

となっております。このような「公共施設の更新問題」は、全国的にも共通の課題となっていること

から、国は平成２５年１１月に「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、平成２６年４月には、全国

の自治体に対して「公共施設等総合管理計画」の策定を要請しました。

本市では、これに先立ち、平成２４年３月にハコモノを対象に「宮崎市公共施設経営基本方針」（以

下「基本方針」という。）を策定しておりましたが、この基本方針を基に、ハコモノだけでなくインフ

ラも対象に加えた上で、公共施設全体の課題を明示し、戦略的に課題解決に取り組むため、新たに、「宮

崎市公共施設等総合管理計画」として平成２９年２月に策定しました。

「宮崎市公共施設等総合管理計画」では、持続可能かつ最適な公共施設経営の実現を目指し、「総量

の最適化」「質の向上」「投資の厳選」の３つの経営方針を掲げています。また、今後は、この計画に

基づき、個別施設ごとの具体の対応方針を定める計画として、「個別施設計画」を策定することとなっ

ております。

これらを踏まえ、現在、本市が運営している公立保育所・公立幼稚園は築４０年以上を経過したも

のもあり、老朽化が進んでいることから、今後の整備及び長寿命化に関する方針を定めるため、「宮崎

市公立保育所・公立幼稚園 個別施設計画」を策定するものです。

（２）策定の目的

本計画「宮崎市公立保育所・公立幼稚園 個別施設計画」については、各施設の特性や維持管理・

更新等の取組状況を踏まえつつ、長期的な視点をもって、長寿命化・建替え・複合化等を計画的に行

い、最適な公共施設サービスを提供することにより、持続可能な行政運営の実現を図ることを目的に

策定します。
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（３）計画の位置付け

本計画は、「宮崎市公共施設等総合管理計画」（上位計画）の「個別施設計画」（下位計画）とします。

また、「宮崎市子ども・子育て支援プラン」及び「宮崎市子ども・子育て支援プラン」の一部を補完

する計画である「公立保育所運営計画」と整合を図ります。

上位計画である「宮崎市公共施設等総合管理計画」において、「目指すべき経営のすがた」を、「持続

可能な、最適な公共施設サービスを提供し、市民満足度の向上を図る」として定義し、これを実現する

ための３つの「経営方針」及び７つの「実施方針」を定めております。

＜経営方針＞

①総量の最適化

ハコモノの現状を財務（ソフト：収益性、収支など）・品質（ハード：劣化状況、安全性など）・

供給（ソフト：サービスの適切さ）のデータを基に比較・分析し、市民目線（受益者視点・納税

者視点）で最適な量の施設を保有する「総量の最適化」に取り組む。

②質の向上

施設の長寿命化や維持管理費の縮減、適正な使用料の設定、民間との連携により、市民目線（受

益者視点・納税者視点）でコストパフォーマンス（費用対効果）を高める「質の向上」に取り組

む。

③投資の厳選

限られた経営資源の投資対象となる公共施設サービスを市民目線（受益者視点・納税者視点）

で厳選し、経営資源を重点的に投資する「投資の厳選」に取り組む。

第５次宮崎市総合計画

宮崎市子ども・子育て支援プラン

宮崎市公立保育所・公立幼稚園
個別施設計画

公立保育所運営計画

宮崎市公共施設等総合管理計画

整合
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＜実施方針＞

①施設情報の共有化の推進（経営方針①・②・③の基礎）

②計画的かつ効率的な「総量の最適化」の推進（経営方針①・③）

③公共施設の安全確保（経営方針②）

④耐震化・長寿命化の推進（経営方針②・③）

⑤維持管理費の縮減（経営方針②・③）

⑥民間との連携の推進（経営方針②・③）

⑦適正な使用料の設定（経営方針②）

上記①～⑦を踏まえ、「施設分類別の実施方針」を定めており、本計画の対象となる公立保育所・公

立幼稚園の施設分類は「学校教育児童福祉施設」、利用圏域は「地域」に該当します。

＜施設分類：学校教育児童福祉施設の実施方針＞

教育関係施設（埋蔵文化財業務、教育研修業務などの施設）は、新たな施設は建設せず、機能の

統合・集約を進めて施設の数・面積を削減し、継続して保有する施設の長寿命化に取り組むほか、

使用料の適正化にも取り組みます。公立の保育所及び幼稚園は、新たに開設せず、今後も適切に建

物・設備を保全し、長寿命化に取り組みます。

（４）計画期間

本計画の計画期間は「宮崎市公共施設等総合管理計画」の計画期間に合わせて、令和３年度から令

和９年度までの７年間とします。ただし、社会情勢の変化や関連する計画の策定・改訂、施設評価の

結果など、本計画に大きな影響を与える事情が発生した場合は適宜見直しを行います。
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第２章 公立保育所・公立幼稚園の概要

本計画の対象とする公立保育所・公立幼稚園は、以下の７施設です。

（１）対象施設の概要

※ 施設の老朽化に伴い令和４年度からの供用開始に向け、施設整備を進めている。

※複合型防災施設（青島地域総合センター）１階に配置。建物構造・土地面積は、施設全体の値。

※ 指定管理者制度を導入しており、保育所運営及び施設の維持管理を民間委託。

※ 倉岡小学校に隣接。

※ 養護老人ホーム 清流園、きよたけ児童クラブに隣接。（両施設とも指定管理）

1 小戸保育所 住所 鶴島３丁目９３ 建築年 1975 年（S50）

建物構造 地上２階・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 利用定員 80 名

土地面積 1,783.00 ㎡ 総延床面積 1,005.20 ㎡

2 青島保育所 住所 青島西二丁目 1番地 建築年 2017 年(H29)

建物構造 地上３階・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 利用定員 45 名

土地面積 5,499.30 ㎡ 総延床面積 574.45 ㎡（保育所）

3 跡江保育所 住所 跡江 2007 建築年 2014 年(H26)

建物構造 地上１階・木造 利用定員 75 名

土地面積 2756.00 ㎡ 総延床面積 772.00 ㎡

4 福島保育所 住所 佐土原町下田島 14232 建築年 1976 年(S51)

建物構造 地上１階・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 利用定員 45 名

土地面積 1,907.14 ㎡ 総延床面積 371.13 ㎡

5 東高岡保育所 住所 高岡町花見 101-2 建築年 2009 年(H21)

建物構造 地上１階・鉄骨 利用定員 50 名

土地面積 2,390.56 ㎡ 総延床面積 432.39 ㎡

6 倉岡幼稚園 住所 糸原 538 建築年 1976 年(S51)

建物構造 地上１階・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 利用定員 40 名

土地面積 3,666.04 ㎡ 総延床面積 203.00 ㎡

7 清武幼稚園 住所 清武町今泉甲 6899 建築年 2002 年(H14)

建物構造 地上１階・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 利用定員 50 名

土地面積 2,349.35 ㎡ 総延床面積 668.00 ㎡
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（２）築年別整備状況

公立保育所・公立幼稚園の築年別整備状況は以下のとおりです。７施設中３施設が旧耐震基準となっ

ていますが、そのうち、小戸保育所は令和４年度の供用開始を目指して新園舎を建設予定です。総延床

面積は４，０２６㎡となっています。現時点における築４０年以上（旧耐震基準）の建物の延床面積は

１，５７９㎡（３棟）で、全体の約３９％を占めています。

※基準年度：令和２年度（２０２０年度）
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 対象建物

 7棟

4.0千㎡

（年度）

築30年以上 3棟（43%）　1.6千㎡（39%）　

 築30年以上

 0㎡(0.%)　
 築20年以上

 0㎡(0.%)　

 築10年以上

 1千㎡(27%)
 築10年未満

1千㎡(33%)

 築50年以上

 0㎡(0.%)

築年別整備状況

 新耐震基準（昭和57年以降）

4棟（57%）　2.4千㎡（61%） 

 旧耐震基準（昭和56年以前）

3棟（43%）　1.6千㎡（39%） 

築40年以上

1.6㎡（39％）
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第３章 公立保育所・公立幼稚園の劣化状況の評価及び検証

（１）公立保育所・公立幼稚園の劣化状況の評価

本計画における公立保育所・公立幼稚園の劣化状況を適切に把握するために、「学校施設の長寿命化計

画策定に係る解説書（平成２９年３月 文部科学省）」（以下、「解説書」という。）を参考に、建築基準

法に基づく定期点検の結果等を踏まえ、「屋根・屋上」「外壁」「内部仕上」「電気設備」「機械設備」の５

つの部位に関してＡ～Ｄの４段階評価を施設ごとに行いました。

【５つの部位詳細】

①「屋根・屋上」屋上面、屋上周り等

②「外壁」（建築物外部）躯体等外壁、外装仕上げ材、窓サッシ等

③「内部仕上」（建築物内部）防火区画、壁の室内に面する部分、床、天井等

④「電気設備」遊戯室等の照明、非常用の照明装置等

⑤「機械設備」換気設備、空調設備、給水設備及び排水設備等

【劣化状況評価における評価基準の考え方】

劣化状況評価について、文部科学省の「解説書」では、Ａ～Ｄ評価の評価基準に関し

て、基本的に下記のように定めています。本計画では、下記の評価基準に基づき評価を

行うものとします。

出典：文部科学省

「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書(平成 29 年 3月)」

評価基準 経過年数による評価
【電気設備、機械設備】

目視による評価【屋上、外壁、内部仕上】
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【公立保育所・公立幼稚園の施設別の劣化状況評価表】

評価の結果、築 40 年以上が経過している施設を中心にＣやＤの評価が見られ、特に外壁部分の劣化が

目立つ状況となっています。

（２）劣化状況を踏まえた公立保育所・公立幼稚園の現状評価の考え方

計画的な施設維持管理を実施し、施設の長寿命化を図るためには、建物の耐用年数を見据え、計画的

に修繕を実施していくことが必要となります。

耐用年数の設定は、更新時期を明確にするだけでなく、長寿命化すべき期間とそれに必要な修繕・改

修といった保全工事の時期や内容の把握を可能にします。この耐用年数に基づいて計画的かつ適切な保

全や更新を実施して、結果的にライフサイクルコストの低減につなげます。

■目標耐用年数の設定

耐用年数については、日本建築学会が発行する「建築物の耐久計画に関する考え方」によれば、建物

の構造躯体の耐用年数は鉄筋コンクリート造、鉄骨造は５０～８０年、木造は３０～５０年とされてい

ます。これをもとに、長寿命化においては構造躯体の耐用年数まで使い続けることを目指し、建物の目

標耐用年数を鉄筋コンクリート造、鉄骨造は８０年、木造は５０年と設定します。しかしながら、既存

施設の中にはこれまでの保全状況から、構造躯体の劣化が進行し、継続使用するための維持管理費用が

施設名
構
造

延床面積
（㎡）

建築
年度

築年数
（R2時
点）

屋
根
・
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

1 小戸保育所
地上２階
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1,005.20㎡ S50 45年 Ｂ ＤＣＣＤ

2 青島保育所
地上３階
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

574.45㎡
（保育所）

H29 3年 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ

3 跡江保育所
地上１階
木造

772.00㎡ H26 6年 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

4 福島保育所
地上１階
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

371.13㎡ S51 44年 Ｂ Ｄ Ｃ Ｃ Ｄ

5 東高岡保育所
地上１階
鉄骨造

432.39㎡ H21 11年 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

6 倉岡幼稚園
地上１階
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

203.00㎡ S51 44年 Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ

7 清武幼稚園
地上１階
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

668.00㎡ H14 18年 Ｂ Ｃ Ａ Ａ Ａ

建物基本情報 劣化状況評価
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大きくなり、目標耐用年数まで使い続けることが現実的ではないものもあります。

（３）維持・更新費用の検証

築年数とともに劣化が進む施設を、今後も維持・更新していくためには、効率的かつ効果的な整備及

び長寿命化を行う必要があります。

ここでは、「解説書」を参考に、維持・更新にかかる費用面について今後４０年間の試算を、①【従

来型（事後保全型）】と②【長寿命化型（予防保全型）】の２パターンの手法を用いて検証します。

①施設に不具合が起こった後に、修繕や改修を行う従来の手法による

維持・更新の場合【従来型（事後保全型）】
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（億円）

（年度）

10年間

 

10年間

0.1億円/年

10年間

0.2億円/年

10年間

0.4億円/年

40年間の総額

0.6億円/年

対象建物

4.0千㎡

7棟
40年間の平均

3.2千万円/年 12.8億円

長寿命化改修 大規模改造

（修繕維持費含む）
改築

構造 耐用年数 目標耐用年数

鉄筋コンクリート造 ６０年 ８０年

鉄骨造 ６０年 ８０年

木造 ４０年 ５０年

試算
結果

４０年間の更新費用総額は約１２．８億円

（１年あたり約３，２００万円）

今後の維持・更新コスト（従来型）
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■費用試算【従来型（事後保全型）】

②施設に不具合が起こる前に、予防的に修繕や改修を行う手法による

維持・更新の場合【長寿命化型（予防保全型）】
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0.1億円/年 0.3億円/年

10年間 10年間 10年間 10年間

0.4億円/年0.4億円/年

対象建物
7棟

4.0千㎡

40年間の総額40年間の平均

3千万円/年 12.1億円

長寿命化改修 大規模改造

（修繕維持費含む）
改築

長寿命化改修

経年による施設の劣化に対し、各施設を築 25 年経過後に、一時的な機能回復のための大規模改造を行

います。さらに、施設全体に相当な劣化・支障が発生し、築後 50年で改築（建替え）する場合の試算で

す。

<費用試算条件>

・基準年度：令和２年度（2020 年度）

・試算期間：基準年度の翌年度から 40年間（2021 年～2060 年）

【改築（建替え）】

・単価：300,000 円/㎡

・改築（建替え）を行う時期：築 50 年 工事期間：２年

【大規模改造】築 25 年で一時的な機能回復を図る工事

・単価：75,000 円/㎡ <改築（建替え）の 25％の金額>

・大規模改造を実施する時期：築 25 年 工事期間：1年

試算
結果

４０年間の更新費用総額は約１２．１億円

（１年あたり約３，０００万円）

今後の維持・更新コスト（長寿命化型）
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■費用試算【長寿命化型（予防保全型）】

(参考） 「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」より

【改築(建替え）中心のイメージ】

非木造施設は、築 20 年経過後に、原状回復のための大規模改造、築 40 年に長寿命化改修を行いま

す。さらに、築 60 年に再度、原状回復のための大規模改造を行い、築 80年まで施設を使用します。

また、木造施設は、大規模改造及び部位修繕のみ行い、築後 50年で改築する場合の試算です。

<費用試算条件>

・基準年度：令和２年（2020 年）

・試算期間：基準年度の翌年度から 40 年間（2021 年～2060 年）

※長寿命化改修は築 40年の実施年より、その時点で古い建物の場合は 10年以内に工事を実施する。

※改築（建替え)・長寿命化改修の前後 10年間は、大規模改造や部位修繕を実施しない。

※改築（建替え)・長寿命化改修・大規模改造を今後 10年間以内に行う場合、部位修繕は実施しない。

【改築（建替え）】

・単価：300,000 円/㎡

・改築（建替え）を行う時期：築 80年 工事期間：２年

【長寿命化改修】築 40 年で原状回復し、さらに機能向上を図る工事

・単価：180,000 円/㎡ <改築（建替え）の 60％の金額>

・長寿命化改修を行う時期：築 40 年 工事期間：２年

【大規模改造】築 20年、築 60 年で一時的な機能回復を図る工事

・単価：75,000 円/㎡ <改築（建替え）の 25％の金額>

・大規模改造を実施する時期：築 20年、築 60 年 工事期間：1年

【部位修繕】評価に応じて改修が必要な部位の一部分の修繕を行う工事

・Ｄ評価：今後 5年以内に部位修繕を実施する。

・Ｃ評価：今後 10年以内に部位修繕を実施する。

・Ａ評価：今後 10年以内の長寿命化改修（築 40 年時）から部位修繕相当額を差し引く。

検証

結果

４０年間の試算の結果、②【長寿命化型（予防保全型）】は、①【従来型（事後

保全型）】に比べ、約０．７億円の維持・更新にかかる費用が削減できます。（１

年あたり約１７５万円の削減）

この試算に基づき、公立保育所・公立幼稚園等の維持・更新には、①【従来型

（事後保全型）】よりも②【長寿命化型（予防保全型）】の方が望ましいと考えら

れます。

経年による
機能・性能の劣化

劣
化
状
況→

改築費 改築費

大規模改造費
（事後保全的な改修）

大規模改造費
（事後保全的な改修）

竣工

20年 40年＝0年 20年 40年

劣
化

40～50年間
※築40年～50年で改築（建替え）を行う。

（機能・性能の劣化に殆ど対応しないため、使い勝手が悪くなって解体してしまう）

劣
化

改築
（建替え）

改築
（建替え）

費用↑
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【長寿命化改修中心のイメージ】

第４章 公立保育所・公立幼稚園の整備及び長寿命化の方針

（１）優先順位の考え方

公立保育所・公立幼稚園における優先すべき改修については、以下の観点から総合的に判断した上で

実施します。

なお、既に安全性が損なわれている、または大きな機能低下が生じている建物・設備については、こ

れに限らず優先的に改修を行います。

①施設について

築４０年を経過している３施設から優先的に改修を行います。まずは、小戸保育所の建替を２０

２１年度に実施し、その後、福島保育所、倉岡幼稚園の改修を行うこととします。

それ以外の施設については、劣化状況を考慮しながら、随時改修を行っていきます。

②改修部位について

施設の長寿命化、工事費削減のため、また、腐食等による落下での直接的な人的被害を防止する

ため、「屋上・屋根」「外壁」等から優先的に改修を行い、安心・安全な公共施設サービスの持続

可能な運営を図ります。

経年による機能・性能の劣化

費用↑
長寿命化改修費

（改築の6割程度の費用）

改築費

大規模改造費
（事後保全的な改修）

大規模改造費
（事後保全的な改修）

竣工

20年 40年 60年 80年

劣
化

劣
化

劣
化

70～80年間

（建物を良い状態に保ち、躯体の耐用年数まで使う）

※長寿命化改修
を行うことで、
80年までの使用
を目標とする。

大規模改造
（原状回復等）

・外装、内装等の改修

・断熱化等のエコ改修

・トイレ改修

・空調整備

大規模改造
（原状回復等）

・外装、内装等の改修

・断熱化等のエコ改修

・トイレ改修

・空調整備

長寿命化改修
（機能向上）

・コンクリート中性化対策

・鉄筋の腐食対策

・耐久性に優れた仕上材へ

の取り替え

劣
化
状
況→

改築
（建替え）
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（２）公立保育所・公立幼稚園の現状評価

【総合劣化度】

「第３章 公立保育所・公立幼稚園の劣化状況の評価及び検証 （１）公立保育所・公立幼稚園の劣

化状況の評価」において、各棟ごとに５つの部位（「屋根・屋上」「外壁」「内部仕上」「電気設備」「機械

設備」）の評価（Ａ～Ｄ）①を示しました。この劣化状況の評価を数値化し、施設の老朽化状況を把握す

るため、客観的な比較を行います。

【総合劣化度の算出手順】

Ⅰ 劣化状況評価（①評価）と②評価点

各棟の 5つの部位について、劣化状況を４段階（Ａ～Ｄ）で点数化します。

Ａ:概ね良好 評価点 40 点 ②

Ｂ:部分的に劣化、安全上、機能上問題なし 評価点 60 点 ②

Ｃ:広範囲に劣化、安全上、機能上低下の兆しが見られる 評価点 80 点 ②

Ｄ:広範囲に著しい劣化、安全上、機能上問題があり、 評価点 100 点 ②

対応する必要がある

③重要度係数

利用者の安全性重視の視点から５つの部位ごとに重要度係数を設定します。

【屋根・屋上】 安全性に関わるもの 1.0 ③

【外 壁】 安全性に関わるもの 1.0 ③

【内 部 仕 上】 適正維持管理のもの 0.3 ③

【電 気 設 備】 計画保全をすべきもの 0.8 ③

【機 械 設 備】 計画保全をすべきもの 0.8 ③

④劣化状況評価（重要度）

各棟の部位ごとの②評価点に③重要度係数を乗じ、各部位の劣化が進んでいることを表す指標値を

算出します。

②評価点×③重要度係数＝④劣化状況評価（重要度）

⑤現況劣化度

各部位の④劣化状況評価（重要度）の棟ごとの総和を算出します。

⑥現況劣化度の平均値

現況劣化度を部位数（５つ）で割り、平均値を算出します。

⑦築年数・⑧総合劣化度（棟別）

⑥現況劣化度に、老朽化状況を顕著に表す「⑦築年数」を加え、建築物としての劣化状況を総合的

に表す指標値を算出します。

⑥現況劣化度の平均値＋⑦築年数＝⑧総合劣化度（棟別）
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【劣化状況を踏まえた公立保育所・公立幼稚園の現状評価表】

（３）整備及び長寿命化の方針

これまでに行った検証の内容は以下のとおりです。

◆維持・更新費用の比較

施設に不具合が起こった後、修繕や改修を行う【従来型（事後保全型）】の手法と、不具合が起こる

前に予防的に修繕や改修を行う【長寿命化型（予防保全型）】の手法を用いて、維持・更新費用の比較

を行いました。

◆総合劣化度による客観的な評価の比較

公立保育所・公立幼稚園等の５つの部位評価（A～D）に基づいて、劣化状況を数値化し、重要度係

数、築年数を勘案して総合劣化度を算出し、客観的な数値による比較を行いました。

施設名
構
造

延床面積
（㎡）

建築
年度

築年数
（R2時
点）

屋
根
・
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

屋
根
・
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

1
小戸
保育所

地上２階
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1,005.20㎡ S50 45年 Ｂ ＤＣＣＤ60 100 24 64 80 65.6 110.6

2
青島
保育所

地上３階
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

574.45㎡
（保育所）

H29 3年 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ 40 60 12 32 32 35.2 38.2

3
跡江
保育所

地上１階
木造

772.00㎡ H26 6年 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 40 40 12 32 32 31.2 37.2

4
福島
保育所

地上１階
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

371.13㎡ S51 44年 Ｂ Ｄ Ｃ Ｃ Ｄ 60 100 24 64 80 65.6 109.6

5
東高岡
保育所

地上１階
鉄骨造

432.39㎡ H21 11年 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ 60 40 12 32 32 35.2 46.2

6
倉岡
幼稚園

地上１階
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

203.00㎡ S51 44年 Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｄ 60 80 24 64 80 61.6 105.6

7
清武
幼稚園

地上１階
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

668.00㎡ H14 18年 Ｂ Ｃ Ａ Ａ Ａ 60 80 12 32 32 43.2 61.2

建物基本情報 劣化状況評価 劣化状況評価 劣
化
度
平
均

総
合
劣
化
度
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【①整備に関する方針】

上記の検証結果及び「宮崎市公共施設等総合管理計画」に定められている実施方針をふまえ、整備に

関する基本方針を定めます。

・公立保育所運営計画と整合を図りながら、今後の施設のあり方を検討します。

【②維持管理に関する方針】

各施設の維持管理に関する基本方針を定めます。

・ 木造施設の耐用年数は、日本建築学会の「建築物の耐久計画に関する考え方」に挙げられている「物

理的耐用年数」の考え方を踏まえ、目標耐用年数を５０年と設定します。

※ 「物理的耐用年数」 建築躯体や構成材が物理的にあるいは科学的原因により劣化し、要求される性

能を下回る年数

・ 日常点検や定期点検により、日頃より施設・設備の不具合や劣化状況の把握に努め、適切に評価・対

応を行います。

・ 目標耐用年数までを目処に、部位修繕等を行いながら、適切な維持管理を目指します。

・ 非木造施設についても、木造施設と同様の考え方を踏まえ、目標耐用年数を８０年と設定します。

・ 日常点検や定期点検により、日頃より施設・設備の不具合や劣化状況の把握に努め、適切に評価・対

応を行います。

・ 改修周期２０年、４０年、６０年を目処に、その時点での適切な対応（大規模改造、長寿命化改修等）

を検討し、【長寿命化型（予防保全型）】の維持管理を目指します。

検 証

結 果

・ 施設全体の維持管理は【従来型（事後保全型）】よりも【長寿命化型（予防保全

型）】の方が、４０年間で試算すると、約０．７億円の維持、更新にかかる費用

が削減できます。

・ 令和４年度から新園舎になる小戸保育所を除けば、旧耐震基準である福島保育所

と倉岡幼稚園が、総合劣化度が高く、早急に対応する必要があります。

方針１
公立保育所・公立幼稚園として、必要な機能を整理した上で今後の方向性を検討し

ます。

方針１
木造施設は、目標耐用年数を５０年とし、優先順位を踏まえ、適切に維持管理しま

す。

方針２
非木造施設は、目標耐用年数を８０年とし、優先順位を踏まえ、計画的に長寿命化

を図ります。
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【③長寿命化に関する方針】

非木造施設の長寿命化に関する基本方針を定めます。

・ 施設の不具合が起こった後に、修繕や改修を行う手法【従来型（事後保全型）】による維持管理では

なく、施設に不具合が起こる前に、予防的に修繕や改修を行う手法【長寿命化型（予防保全型）】に

より機能保持を図ります。

・ 長寿命化を行う際は、日常の維持管理が容易な施設の構造となるよう検討します。

・ 災害時の拠点など、求められている機能を踏まえ、劣化した施設を単に建築時の状況に戻し、安心

安全な施設環境を確保するだけでなく、真に必要な機能を見極めながら、最適な機能を持つ施設への

転換を目指します。

（４）年次計画と費用見通し

これまでの内容を踏まえ、本計画期間内の年次計画（想定）を示します。年次計画（想定）について

は、財政負担の平準化を可能な限り考慮しており、改築、長寿命化改修等の費用は、「宮崎市公共施設

等総合管理計画」の更新単価に基づき試算しました。

計画期間（７年）の費用は、改築と長寿命化を合わせると、約５．３億円（小戸建替：４．５億、

その他改修：０．８億）となります。

なお、今後の施設方針については、適宜、施設評価によって判断していくことになります。

単位：千円

№ 施設名 構造
延床面積

（㎡）
建築年

（築年数）

R3
（2021）

R4
（2022）

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

1
小戸
保育所

地上２階

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
1,005.20㎡

S50
（45）

建替
445,190

2
青島
保育所

地上３階

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

574.45㎡
（保育所）

H29
（3）

3
跡江
保育所

地上１階

木造
772.00㎡

H26
（6）

4
福島
保育所

地上１階

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
371.13㎡

S51
（44）

長寿命化改修
12,583

（外部、機械）

長寿命化改修
19,308
（電気）

長寿命化改修
10,156
（内部）

5
東高岡
保育所

地上１階

鉄筋骨
432.39㎡

H21
（11）

6
倉岡
幼稚園

地上１階

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
203.00㎡

S51
（44）

長寿命化改修
1,978
（機械）

長寿命化改修
15,954

（外部・電気）

長寿命化改修
5,711
（内部）

7
清武
幼稚園

地上１階

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
668.00㎡

H14
（18）

大規模改修
15,106

福島・東高岡 倉岡・清武 青島・跡江 福島・東高岡 倉岡・清武 青島・跡江
小戸

福島・東高岡

6,512 6,512 6,512 6,512 6,512 6,512 6,512

445,190 0 14,561 15,954 19,308 15,867 15,106

451,702 6,512 21,073 22,466 25,820 22,379 21,618

建物基本情報 計画期間

定期点検

維持修繕費

予防保全改修等

年別合計

方針 １ 長寿命化によって、性能や機能の維持・向上を図ります。
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第５章 整備及び長寿命化計画の継続的運用方針

（１）本計画策定後の課題

①施設の安全管理体制の構築

利用者の安全確保を第一に考えながら公立保育所・公立幼稚園を継続的に運用していくためには、

日々変化していく施設の状況を適切に把握する必要があります。そのため、点検項目を整理し、施

設管理者による日常点検が行える体制を構築します。

②施設情報の共有化の推進

本市においては「宮崎市公共施設等総合管理計画」の施設分類別の実施方針において、「施設情

報の共有化の推進」を掲げており、平成２４年度（２０１２年度）に公共施設経営システムを導入

し、それまで様々な市の部局や課に分かれて管理していた公共施設の情報（保有量・利用状況・維

持管理費など）を「施設カルテ」に一元化・共有化しています。

また、「施設カルテ」以外にも、公立保育所・公立幼稚園の建築基準法に基づく定期点検・日常

点検の結果や工事及び修繕履歴も重要な情報であり、一元管理が求められます。これらの情報の共

有方法について、市全体・公共施設所管部署において検討します。

そのうえで、今後、一元化した情報を活用し、予防的に修繕等を行う予防保全型による施設の維

持管理の取り組みを行います。

③財源の確保

本計画を実行し、安全安心なサービスを提供するためには、公共施設の維持管理、整備及び長寿

命化のための安定した財源の確保が不可欠です。したがって、財政負担の軽減や平準化を図るとと

もに、効率的かつ効果的な運営を行いながら、地方財政措置等の有効な財源の活用など、財源の確

保に取り組みます。

④フォローアップ・事後点検（継続調査・検証・改善）

本計画は、上位計画である「宮崎市公共施設等総合管理計画」に合わせ、次の期間（７年後）の

計画を同時期に策定できるように計画期間を設定しています。さらに、施設評価の結果等に応じて

見直しを行うことで、社会情勢等の変化やその時点での施設の劣化状況にも的確に対応できる、よ

り実効性のある計画とします。

（２）維持管理の項目・手法等

施設の維持管理においては施設の不具合が起こる前に、予防的に修繕や改修を行う手法【長寿命化型

（予防保全型）】が求められます。予防保全型の維持管理を実施することは、安全管理の面で重要であ

るだけでなく、施設の損傷が大きくなる前に修繕を行うことができるため、施設に係る費用を抑えるこ

とにもつながります。

予防保全型の管理、また、日常の施設管理においては、適切な点検が不可欠です。そのため、これま

での建築基準法に基づく定期点検に加え、今後は、以下の点検項目による日常点検を行い、その結果を

部位修繕・大規模改造・長寿命化改修等の年次計画へと反映できる施設の維持管理体制を構築します。
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参考資料

【「第４章（４）年次計画と費用見通し」における更新単価】

（「宮崎市公共施設等総合管理計画」＜参考資料＞より）

点検項目

①屋根・屋上

降雨時に雨漏りがある/天井等に雨漏り痕がある/防水層に膨れ・破れ等がある/屋根葺材に錆・損傷が

ある/笠木・立上り等に損傷がある/樋やルーフドレーンを目視点検できない/既存点検等で指摘がある

等

②外壁

鉄筋が見えているところがある/外壁から漏水がある/塗装の剥がれ・劣化がある/タイルや石の剥が

れ・浮きがある/大きな亀裂がある/窓・ドアの廻りで漏水がある/外部手すり等の錆・腐朽/既存点検

等で指摘がある等

③内部仕上（床・壁・天井・内部建具・間仕切り等）

仕上材の破損・劣化がある/塗装の剥がれ・劣化がある/タイルや石の剥がれ・浮きがある/建具の動作

不良がある等

④電気設備

設備の動作不良がある/設備に損傷や劣化がある/支持部材に損傷や劣化がある/既存点検等で指摘が

ある等

⑤機械設備（給排水・空調）

設備の動作不良がある/設備に損傷や劣化がある/支持部材に損傷や劣化がある/既存点検等で指摘が

ある等

施設種別 分類 大規模改修単価 長寿命化単価 改築単価

外部 4,967円/㎡  20,750円/㎡

内部 2,017円/㎡ 23,249円/㎡

電気 7,307円/㎡ 35,844円/㎡

給排水 2,148円/㎡  8,055円/㎡

空調 2,250円/㎡ 8,358円/㎡

児童系
（保育所・児童館
など）

300,000円/㎡


